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東京都障害者差別解消支援地域協議会部会 

― 設置及び検討内容について ― 

〇 部会の概要 

１ 設置目的 

 差別解消支援地域協議会では、都が受け付けた相談事例や都事業の報告等を

実施しているが、特定のテーマを取り扱う部会を設置し、委員の専門的知見に基

づいた対応等を検討する。 

 

２ 地域協議会との関係 

 東京都障害者差別解消支援地域協議会設置要綱第８条に基づき、上記目的の

ため、東京都障害者差別解消支援地域協議会の部会として設置する。 

 

 

 

 

 

３ 検討テーマ 

今年、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が成立

したことを受け、障害特性に応じた具体的な情報保障の方法や留意点等につい

て、都のホームページ「ハートシティ東京」にてわかりやすく周知するため、

部会において具体的な掲載内容を検討する。 

 

４ 検討スケジュール（予定） 

１２月から３月にかけて２回程度の部会開催を予定する。 

 

 

 

（部会） 

第８ 協議会は、必要があるときは部会を設置することができる。 

２ 部会の設置及び構成は、会長が定める。 


